
令和 7 年度 新潟市文書館 企画展 

戦時下の新潟－公文書と人々の暮らし－ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

■はじめに 
 

今年は戦後８０年の節目の年です。 

本企画展では、戦時下の新潟における人々の暮らしを振り返り、戦

争が地域社会や日常生活にどのような影響を及ぼしたのかを、所蔵資

料から見ていきます。 

当時の市町村に残された公文書には、国家の政策が地域にどのよう

に浸透し、人々の暮らしと結びついていったのかが克明に記されてい

ます。 

兵士の召集、物資の統制、国民学校での教育、そして空襲への備え。 

こうした出来事は、当時の人々の生活を揺るがし、地域社会のあり方

をも変えていきました。 

本企画展が、戦争と平和について考える一助となることを願ってい

ます。 

萬代橋での防空大演習をイメージした絵葉書（当館蔵） 



戦時下の新潟港 
 

■日満航路と新潟港 
大正時代末期に、近代的な港湾施設を整備した新潟港は、対外貿易

を本格的に開始しました。そして、昭和６（１９３１）年、新潟と北

朝鮮を結ぶ航路が開設されます。同年９月に満州事変が勃発し、翌年

には「満州国」が建国、また上越線が開通するなど、新潟港は「満州

国」の首都新京（現在の長春）と東京を結ぶ最短距離の港として注目

を集めました。日本と北朝鮮を結ぶ航路は、満州への重要な連絡路と

なり、「日満航路」と呼ばれました。 

昭和１０（１９３５）年、政府の命令航路にな 

ると、６月には第一船として嘉義丸が就航します。 

その後、昭和１２（１９３７）年８月には満州丸 

（嘉義丸と交代）、同年９月には新造船の月山
がっさん

丸
まる

 

が就航しました。 

 昭和１３（１９３８）年の航路案内（右資料） 

には、新潟港と羅津
ラ ジ ン

港（北朝鮮）の定期発着便は 

月に８本運航され、所要時間は約４８時間となっ 

ていました。さらに、１２月には、新潟鮮
せん

満支
ま ん し

案 

内所も開設され、大陸の玄関口として発展を遂げ 

ました。ここからは、満蒙開拓団や青少年義勇軍

も満州に向けて出発していきました。 

 

■満蒙開拓青少年義勇軍
まんもうかいたくせいしょうねんぎゆうぐん

 
満蒙開拓政策の一環として、数え年で１６歳から１９歳の青少年を

満州国へ開拓民として送出するために組織されたのが、満蒙開拓青少

年義勇軍です。昭和１３年１月に、政府が募集を開始し、各府県に人

数を割り当てました。新潟県は、市町村や学校に対して募集の通知を

行いました。県や市は、壮行会を開くなどして、送出のための宣伝活

動を大々的に行います。募集後、選抜された青少年たちは、茨城県の

内原訓練所や満州の現地訓練所で訓練を積み、最終的には、現地の開

拓団として入植しました。新潟港は、満蒙開拓団や青少年義勇軍の出

発地の一つとして重要な役割を果たしました。 

新潟－北朝鮮航路定期発着表 

（当館蔵） 



市町村役場と兵事業務 
 

■兵事業務 
兵事業務とは、兵隊の召集、兵役検査、定時演習や点呼召集などの

兵役に関する業務のことで、事務書類として綴られた兵事書類が当館

に残されています。市町村役場は、徴兵から戦死公報の伝達まで、住

民の兵役義務履行に関わる膨大な業務を担いました。その中の業務の

ひとつに「簡閲
かんえつ

点呼
て ん こ

」があります。これは、兵役を終え、普段は一般

の生活をしている予備役
よ び え き

や補充兵の人々を集め、 

点呼を行うものです。戦争がはじまり、予備役 

の人々も召集される可能性があることから、軍 

人としての意識を確認するため、定期的に行い 

ました。昭和１４（１９３９）年の坂井輪村 

（現新潟市西区）の「兵事々務之綴」によると、 

簡閲点呼は、新発田連隊から各市町村、警察署 

へ割り当て日程表が通知され、主に尋常
じんじょう

小学校 

で実施されました。太平洋戦争が始まり戦線が

拡大していくと、予備役や補充兵も戦地へ召集

されていきました。 

 

■軍用保護馬 
召集されたのは住民だけでなく農耕馬も軍馬として取り立てられ

ました。昭和１４年４月に、「軍馬資源保護法」という法律が公布さ

れました。この法律は、軍馬として素質のある馬を軍用保護馬として

選出し、各種の保護奨励を行うとともに、能力 

の維持、資質の向上のために鍛錬を行うことを 

定めたものです。この法律を受けて新潟県から 

各市町村へ検定要項に関する通知が出され、市 

町村役場の職員が会場の設定等の準備を行いま 

した。茨曽根村（現新潟市南区）の「軍用保護 

馬検定ニ関スル綴」には、昭和１５（１９４０） 

年以降の県からの通知や軍用保護馬認定の記録 

が綴られています。 

坂井輪村の兵事々務 

之綴（当館蔵） 

茨曽根村の軍用保護馬検定

ニ関スル綴（当館蔵） 



戦時体制の進行と生活の統制① 
 

■大政翼賛会 
 日中戦争に国民を動員するために実施された国民精神総動員が始

まると、昭和１２（１９３７）年８月２４日、政府は「国民精神総動

員実施要綱」を決定し、この要綱に基づき、新潟県は、各市町村や学

校に指示を出しました。これを受けて各市町村は、個別に通知を出し、

生活の細部にわたる規制を強めていきました。しかし、すぐには浸透

しなかったようで、昭和１５（１９４０）年１０月１２日、政府は新

体制運動推進の名のもとに大政翼賛会を設立します。 

大政翼賛会は全国に支部がつくられ、その長に 

は、知事や市町村長が就任しました。後に、大日 

本産業報国会、大日本婦人会、部落会、町内会、 

隣組などが指揮下に入り、大政翼賛会と行政組織 

が一体となった翼賛体制に移行します。庄瀬村支 

部（現新潟市南区）の「大政翼賛会」の簿冊には 

昭和１５年から昭和１８（１９４３）年までの新 

潟県支部からの通知が綴られており、生活を規制 

する様々な指示が出されていたことが分かりま

す。 

 

■町内会・部落会と常会 
昭和１５年、政府は「部落会町内会整備要綱」を定め、町に町内会、

村に部落会をつくり、その下に隣組を置くことを決めました。また、

それぞれの組織で住民が参加する常会を開催するよう指示しました。

隣組は１組１０世帯程度で構成され、常会と回覧板を通じて日々の生

活に密接に関わることになりました。後に、大政翼賛会の傘下に組織

され、行政の末端組織として機能するようになります。毎月、開かれ

る常会の議題は、県・市町村、翼賛会からの指示・命令が主になり、

隣組は町内会や部落会に割り当てられた供出、配給、強制貯金などの

単位となっていきます。 

大政翼賛会 庄瀬村支部

（当館蔵） 



戦時体制の進行と生活の統制② 
 

■新潟市の隣組回報 
 新潟市では、昭和１５（１９４０）年１２月に「町内会及連合町内

会設置規程」が定められ、戦時体制を支える町内会と隣組が整備され

ました。昭和１８（１９４３）年１１月には、「新潟市町内会設置規

程」が制定され、行政の末端組織として行う事務が定められます。回

覧板は、定期的に開催された常会の内容や生活物資の配給等の情報を

伝える手段として用いられました。新潟市では、「隣組回報」と呼ば

れ、各家庭に回覧されました。戦局の緊迫に伴い、市民の心構えを示

す実践徹底事項や精神主義的な指示が増加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■配給制 
戦争により輸入経路が断たれ、さらに国内生産も低下したため、国

家総動員体制のもと本格的な物資配給制度が実施されました。生活必

需品が欠乏し、値上がりが著しかったため、昭和１４（１９３９）年

１０月には、政府から「価格統制令」が出されます。昭和１８年８月

の新潟県報を見ると、野菜や果物などの最高販売価格が記載されてい

ます。その後、食料や衣料品などが次々と配給対象となり、物資の割

り当てなどの実務は、人々の生活に密着した組織である町内会や隣組

が担いました。この配給制により、人々は不自由な生活を強いられる

ことになったのです。 

隣組回覧板 四月の常会徹底事項（当館蔵） 



空襲への備え 
 

■防空体制 
 昭和６（１９３１）年から陸軍の指導により、防護団という民間組

織がつくられました。満州事変以降、政府は防空体制の整備を進め、

昭和９（１９３４）年７月には、新潟市において防空演習が実施され

ました。昭和１２（１９３７）年４月、政府により「防空法」が制定

され、民間による防空が義務化されました。防 

空演習は度々実施され、住民の国防意識を高め 

る役割を果たしました。また、都市部だけでな 

く農村部でも防空演習が実施されました。 

 新潟市内に、Ｂ２９爆撃機が飛来するように 

なると、昭和２０（１９４５）年５月から建物 

の強制的な疎開が始まりました。このいわゆる 

建物疎開は、重要施設の空襲による類焼を防ぐ 

ため、建物の周囲を空き地にするものです。全 

国の重要都市で実施されましたが、住民の建物 

は取り壊され、住民も強制的に避難させられま

した。 

 

 

■原子爆弾投下の危機 
新潟県は昭和２０年７月２５日「新潟県人員疎開実施要綱」を出し、

新潟市と長岡市の市民の疎開に本腰を入れました。その後、８月１日

の長岡空襲、８月６日には広島、８月９日に長崎へ原子爆弾が投下さ

れると、新潟県知事らは、８月１０日午後から緊急会議を開き、新型

爆弾（原子爆弾）投下の可能性があることから、新潟市民の緊急疎開

を命じる知事布告を公表しました。実際に、新潟市は本州西北海岸で

重要性が増してきた新潟港をもつことから、アメリカから原爆投下の

候補地の一つとして挙げられました。しかし、工場と居住地域が遠く

離れており、効果が限定的であることから、候補から外れています。

この布告は、１１日に町内会を通じて市民に知らされましたが、うわ

さは広まり１０日の夜から疎開が開始され、市内は無人に近い状態で

終戦を迎えました。 

大郷村（現新潟市南区）の 

防空演習燈火管制計画書 

（当館蔵） 



戦時下の国民学校 
 

■国民学校と戦時下の教育 
昭和１６（１９４１）年、「国民学校令」の施行により、従来の小

学校が改組され国民学校（初等科６年・高等科２年）となりました。

その目的は「皇國ノ道ニ則リテ……国民ノ基礎的錬成ヲ爲ス」とされ、

修身・団体訓練・武道などを重視する姿勢が鮮明になりました。 

濁川村（現新潟市北区）の「濁川国民学校事業計画」からは、子ど

もたちへの教育にも戦争色が強くなってきたことが窺えます。 

【児童綱領】 

戦時下の児童のあるべき姿が示されています。「私共ハ 戦フ日

本ノヨイ子供デアリマス 御國ニ役立ツ体ト心ヲ鍛ヘマス」や「必

ズ兵隊サンニ負ケズ難儀ニ勝抜キマス」などの文面があります。 

【毎週行事・毎月行事】 

通常の朝会や授業の他、「修練日朝会」「学級検閲」「団体訓練（全

校体育・全校修練）」「時局指導」「軍歌練習」などの時間が、毎週

必ず設定されています。また、年間行事の中には、「遺族慰問英霊

礼拝」「出征兵白衣勇士慰問」「夏季鍛錬・秋季鍛錬・冬季鍛錬」「県

外就職児童・軍部進向児童壮行会」などがあります。「防空訓練」

は毎月行っていたようです。 

 

■国民学校への軍の駐留 
終戦間際の昭和２０（１９４５）年には、新潟港の重要性が一層高

まり、軍の部隊が新潟市に駐留することが増えていきました。 

【宮浦国民学校（高等科１・２年）】  

新潟陸軍輸送統制部（日本海側の重要港湾における輸送・労役・

通信などの統制、外部との交渉・調整を担当）が設置されました。

全校生徒が長嶺国民学校に移って授業を受けました。             

【沼垂国民学校】  

船舶工兵第５８連隊（新潟港の荷役作業と海岸防衛が任務）の本

部が置かれ、校舎のほとんどを兵士が使用しました。長岡空襲の際

には「万一の場合の消火を容易にするため」という理由で、「校舎

二階の天井板を全てはがす」といった出来事もありました。 

 

本土への空襲など戦争が激化すると、授業内容だけでなく学校を

取り巻く環境も本来の姿とはかけ離れていきました。 



コラム 幻の日本海大博覧会 
 

 

■日本海大博覧会の開催決定 
昭和１１（１９３６）年４月２４日、新潟商工会議所主催の懇談会

において、新潟県と新潟市は博覧会の開催を決定しました。また、８

月１１日には博覧会名を日本海大博覧会とし、信濃川河畔の埋立地を

会場に昭和１３（１９３８）年４月２０日から６月１５日まで開催す

ることを決めました。この博覧会は、新潟開港７０年と市制５０年を

記念したもので、新潟港の現状を紹介するとともに、日本と満州国の

親善や産業文化に資することが目的でした。 

博覧会では、日本をはじめ朝鮮、台湾、樺太、関東州（中国、遼東

半島南端部）、南洋（ミクロネシアの島々、フィリピン・インドネシ

ア諸島など）、満州国の産業・文化を取り上げるとともに、会場には

開港記念館や日本海館など１５の施設を設ける計画でした。このほか、

新潟県染織館や新潟県銘酒館といった新潟県の産業や名産を紹介す

る特設館も設置する構想でした。 

 

■延期・中止へ 
昭和１２（１９３７）年１０月、博覧会

の開催を昭和１４年度に延期することが決

まりました。日中戦争が拡大する中で、内

務省より地方自治体の催事は遠慮すべきと

の通達があったことが要因でした。 

昭和１３年４月１８日には、博覧会を開

催する予定であった新潟市・仙台市・京都

市・松江市・甲府市の５都市が集まり、内

務省で博覧会関係五市協議会を開催し、博

覧会の開催について協議しました。この際、

仙台市・京都市・甲府市は、戦時下である

ことに配慮し、博覧会の開催に反対しまし

た。そして、新潟市もこれに合わせるかた

ちで博覧会の中止を決定しました。 博覧会の開催を記念して 

作成された絵葉書（当館蔵） 


